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長

河

野
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平

殿
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議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
幹
部
に
よ
る
国
会
質
問
の
依
頼
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
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す

る
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
幹
部
に
よ
る
国
会
質
問
の
依
頼
に
関
す
る
質
問
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対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

外
務
省
の
大
臣
官
房
長
は
、
外
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
九
号
）
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
、
大

臣
官
房
の
事
務
を
掌
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
事
実
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。


